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１．令和 7年度 日田市地域公共交通確保維持協議会（書面開催） 

 

＜議 題＞ 

【1】日田市地域公共交通利便増進実施計画（案）※パブリックコメント案 

 

  



＜議案＞ 

【１】日田市地域公共交通利便増進実施計画（案）※パブリックコメント案 

 

第 3 回協議会で審議いただいた内容を基に、利便増進計画として認定を受けるために計

画案を修正した。今後、市民の皆様から意見をいただくパブリックコメントを実施する予

定であり、その際に提案する計画案としてよいか伺うもの。 

 

◆ パブリックコメント案 

別冊「日田市地域公共交通利便増進実施計画（案）」参照 

※前回お示しした計画案からの主な変更点については P.2を参照 

 

◆ パブリックコメントの概要 

 募集期間：令和 8年 2月 26日（木）～令和 8年 3月 27日（金） 30日間 

 閲覧場所：市ホームページ、市役所３日以内窓口、地域振興課、各振興局・振興セン 

ター、各地区公民館（各振興局・振興センター管内を除く 10か所） 

 提出方法：住所・氏名を記入の上、市ホームページ（電子申請）、郵便、ファックス、持

参のいずれかで提出 

 

◆ パブリックコメント後のスケジュール 

時期 内容 備考 

令和 8年 2月 26日

～3月 27日 
パブリックコメント  

令和 8年 4月～5月 
令和 8年度 

第 1回協議会 

第 5回協議会で聴取した意見及びパブコメの意見を

踏まえ計画の最終案を決定する（意見が計画に大き

な影響を及ぼさない場合、書面開催を検討） 

令和 8年 5月～ 再編準備 新たな交通体系の許認可手続き、地域への周知 

令和 8年 7月頃 計画の認定申請  

令和 8年 9月～ 計画期間開始  
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素案（第 3回協議会）からパブリックコメント案（今回）への主な変更点 

変更前 

ページ 

変更後 

ページ 
変更内容 変更理由 

3 3 ・図の差替え。 

・凡例・注意書きの追加。 

・計画記載の取組に沿ってネットワークイメージを更新。 

4 4 ・「該当路線等」の列から、廃止となる「五馬線」「小鹿田線」

「福祉バス」、既に廃止している「浮羽支線」を削除。 

・「その他」の行に「住民の支え合いによる移動支援」を追加。 

・計画記載の取組に沿って該当路線を更新。 

 

・新たに始まった地域における公共交通の補完的な取組を記

載して更新。 

 

7 

11 

13 

7 

13 

17 

・【取組内容】を修正、追記。 

・【利便増進事業の分類】を修正。 

・計画の認定を受けるため、取組をより詳細に記載。 

・分類に誤りがあったため修正。 

9 

10 

12 

9,10 

11,12 

15,16 

・イメージ図を「現在の運行状況」と「事業実施後の運行図」

の 2つに分割して掲載。 

・取組実施の前後を分かりやすくするため。 

－ 18 ・ひたはしり号延伸後のルート図を掲載。 ・計画の認定を受けるため、取組をより詳細に記載。 

18 23 ・総事業費を新たに記載。 

・「交通結節点の環境整備」「公共交通マップ・時刻表の作成」

の「調達先及び内容」欄に新たに「大分県補助」「地域公共

交通調査等事業」を追加、「※予算から運賃収入を除いた委

託費」を削除。 

・「公共交通マップ・時刻表の作成」の「実施時期」を「令和

10年度～」に変更。 

 

・新規に記載。 

・活用が可能と思われる財源について追記。 

「調達先及び内容」欄に「経常収入（運賃収入）」を記載し

ており、※を記載する必要がないため削除。 

 

・他の取組の進捗を考慮し実施時期を見直し。 
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